
第１　はじめに

相続問題にからんで相続預金の払戻が問題になるケ

ースは非常に多い。金融機関においては、払戻後の共

同相続人間での紛争により金融機関が２重払いの危険

を負うことを恐れて、払戻において、共同相続人全員

の同意を徴求しているところが多い（以下「全員払い」

という。）。

では、遺産分割前に、共同相続人全員の同意が揃わ

ない場合、各法定相続分に基づいて相続預金の一部の

払戻（以下「一部払い」という。）を求めることはで

きないのか。

第２　相続預金の法的性質

共同相続した預金債権の帰属態様については、当然

分割債権説（共有説）、不可分債権説、合有債権説、

準共有債権説の対立がある。

この点、判例は、預金債権は、預金者の金融機関に

対する可分債権（金銭債権）であり、預金者の死亡に

より、当然に分割債権として相続人に承継されるとし

て、当然分割債権説（共有説）の立場を取っている。

他方、学説においては、合有説の立場を取っているも

のも多く、この立場に立てば、債権の行使は全員によ

ってこれをなすことになる。

判例の立場に立てば一部払いが認められやすくなる

が、学説の立場に立てば全員払いが要求されることに

なろう。

第３　金融実務

金融機関においては、相続放棄、遺贈、相続人の欠

格事由等、相続分に影響を及ぼす諸事情の確認が困難

であることや、定期預金の一部支払などの事務処理上

の困難さから、最初に述べたように、共同相続人全員

の同意を徴求する全員払いという合有説に近い対応が

取られてきた。

上記金融機関の対応は、金融機関が合有説の立場を

取っているというよりも、金融機関のリスク回避のた

めの極めて合理的要請から来ているものと考えられ

る。

第４　裁判例

１ 名古屋高判昭和５３年２月２７日（判時８９８．

６４）

相続した預金の払戻請求は相続人全員でしなけれ

ばならないとする事実たる慣習が存在することを認

めた上で、被相続人が右慣習によることの意思を有

していなかったとして、相続人の一部の者からの各

相続分についての支払請求を認容した。

当該裁判例は、一部払いを認めてはいるものの、

全部払いを行うことを事実たる慣習として認定して

いる。しかし、通常全員払いによるという事実たる

慣習が存在するかどうか、預金者もしくは相続人が

認識しているとは考えられず、一部払いを認めるか

どうかを当事者の意思いかんにかからしめている点

は、疑問である。

２ 東京高判平成７年１２月２１日（金融法務事情１

４４５．５６）

相続人が遺産である銀行預金債権及び証券会社に

対する預託金債権を遺産分割協議前に共同相続人全

員の同意無くして各人の相続分に応じて請求できる

と判示した。

３ 東京地判平成１５年１月１７日（金融商事判例１

１７０．４９）

金融機関が主張した全員払いの事実たる慣習が存

在することを否定し、共同相続人の一部の者が銀行

に対し預金等についてその相続分に応じた払戻請求

をすることは認められると判示した。

第５　検討　　　

１　上記第４においては、一部払いを肯定している裁

判例を摘示した。このうち２の判決の原審（東京地

判平成７年３月１７日、金融商事判例９７５．３３）

は合有説をとり遺産分割前の一部払いを否定した

が、この判断は、上記の通り、高裁で覆され、確定

している。

一部払いを認めた最高裁判例は見当たらないもの

の、以上の判例をみれば、近時の判例において、銀

行預金に関しては、ほぼ一部払いを認めることで判

例の流れが固まってきたといえるのではないだろう

か。

２　しかし、金融機関としては、遺産分割前に一部払

いを行うことについてリスクが払拭されたわけでは

なく、その払戻においては、民法４７８条の準占有

者の弁済により金融機関が救済されるかどうかの検

討が必要である。

金融機関が民法４７８条で救済されるには、善意

無過失が要求されており、何らの調査も行わず払い

戻すことはできない。

この点、一部払いの請求を受けた際の金融機関の

対応として、一応遺言がないか、相続人の範囲に争

いがないか、遺産分割の協議が調っていないか等の

資料の提出を求めることは不当ではないが、預金の
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払戻請求をした相続人が、一定の根拠を示して、相

続人の範囲、遺言がないこと、遺産分割の協議が調

っていない事情を説明したときは、金融機関は一部

払いに応じるべきとした裁判例がある（東京地判平

成８年２月２３日、金融法務事情１４４５．６０）。

また、古い裁判例ではあるが、遺言の有無の確認に

ついては、払戻請求をした相続人に一応確かめれば

足り、それ以上特別の調査をする義務はないとした

ものもある（東京高判昭和４３年５月２８日、金融

法務事情５１５．２６）。

金融機関として、リスク回避のため、一定の資料

の提供を求めることが必要であり、その要求は一定

程度許容されるが、全員払いを徹底することは行き

過ぎといえよう。

慎重な金融機関としては、判決で一部払いが認め

られない限り一部払いを行わないというところもあ

るかもしれないが、相続人としてもいきなり訴訟で

はなく、一定の資料を提供して金融機関との交渉か

ら始めることが肝要ではないかと思われる。

３　なお、当然分割債権説により、預金債権が当然分

割され、遺産分割の対象とならないことを前提とし

ながら、共同相続人全員が預金債権を遺産分割協議

の対象とすることに合意した場合は、上記債権は合

有債権に転化したものとして処理すべきであるが、

遺産分割協議の対象とする合意の成立または合意が

成立する可能性がない場合は、法定相続分の払戻請

求ができるとした裁判例がある（東京地判平成９年

５月２８日、金融商事判例１０３３．３６）。

とすれば、金融機関として、当事者が預金債権を

遺産分割の対象とすることに合意しているかどうか

についても確認を行うことが必要である。

４　さらに、仮に金融機関が無権限者に払い戻した場

合であっても、債権者が金融機関でなく、無権限者

に請求した場合に、無権限者が民法４７８条で金融

機関の払戻の無効を主張し、債権者に金融機関へ請

求するよう主張することは信義則に反するとした裁

判例がある（最高裁判決平成１６年１０月２６日、

金融商事判例１２０９．２８）。

第６　郵便貯金

これまで、銀行等の預金債権について述べてきたが、

日本郵政公社の郵便貯金、とりわけ定額貯金について

はどうか。郵便法貯金７条（「定額郵便貯金・・・分

割払戻しをしない条件で・・・預入するもの」）の解

釈が問題となる。

１ 東京地判平成１０年２月１３日（金融法務事情１

５４７．６１）

定額貯金についても、分割払戻禁止の規定が法律

上当然分割される場合にまで及ぶものでないとして

一部払いを認めた。

２ 東京地判平成１３年８月３１日（訟務月報４８巻

９号２１１６頁）

定額貯金が同法５７条１項により通常郵便貯金と

なった後、１０年経過した場合について、分割払戻

しの認められないいわゆる睡眠貯金（同法４０条の

２第１項）となったとして、相続人の自己の持分の

みの分割払戻請求が排斥された。

３ 最高裁決定平成１３年３月２３日（訟務月報４８

巻６号１４６１頁）

共同相続人が全員一致して払戻を請求しない限り

払戻は認められない。

４ 東京地判平成１５年１月２０日（金融商事判例１

１７０．４５）

定額郵便貯金の預金者の共同相続人の一人が国に

対して貯金の法定相続分について払戻請求をするこ

とはできない。

５　以上より、郵便貯金については、上記１の裁判例

以外、一部払いを否定しており、一部払いの請求は

難しいものと考えられる。

以　上
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